
川崎市病院局認定看護師教育機関派遣要綱 

 

２０川病総庶第３０５号 

平成２０年６月１０日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市病院局企業職員給与支給規程（平成１７年川崎市

病院局規程第２４号）別表第４の病院企業職給料表（４）の適用を受ける助

産師及び看護師（以下「看護職員」という。）に係る認定看護師教育機関（ 

公益社団法人日本看護協会の認定を受けた認定看護師教育機関をいう。以下

同じ。）への派遣に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（派遣職員選考） 

第２条 病院局長は、次に掲げる方法により、認定看護師教育機関へ派遣する

職員（以下「派遣職員」という。）を決定するための選考（以下「派遣職員

選考」という。）を実施する。 

(１) 小論文 

(２) 面接 

（派遣職員選考の申込資格） 

第３条 派遣職員選考の申込みができる者は、看護職員であって、次の各号の

いずれにも該当する者とする。 

（１）認定看護師教育機関の認定看護師教育課程に係る入学試験の受験資格を 

有している者 

（２）派遣職員選考の実施年度の４月１日現在において看護職員としての在職

期間が５年以上である者 

（３）川崎市立病院看護部人材育成計画に定めるキャリアラダー段階別評価に

おけるラダーⅣ（平成３０年度以前に認定を受けたラダーⅢを含む。）の



認定を受けたことがある者 

（４）勤務成績が良好である者 

（５）心身ともに健康である者 

（６）本要綱に基づき認定看護師教育機関に派遣され認定看護師の認定を受け

た後、５年以上、その認定を受けた看護分野において看護業務を実践する

意思がある者 

（申込書等の提出） 

第４条 派遣職員選考を受けようとする者は、別に指定する期日までに、「病

院局認定看護師教育機関派遣職員選考申込書」（別記様式）を、所属する病

院の病院長を経由して病院局長に提出しなければならない。 

（派遣候補者の決定） 

第５条 病院局長は、派遣職員選考の結果に基づき、派遣職員を決定する。 

（派遣の期間） 

第６条 派遣職員の認定看護師教育機関への派遣の期間は、１年を超えない範

囲内において病院事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認める期

間とする。ただし、管理者は、災害、不慮の事故その他のやむを得ない事由

があると認めるときは、その期間を延長することができる。 

（派遣職員の人数） 

第７条 派遣職員の人数は、川崎市病院局特定行為研修受講要綱（平成３０年

１１月５日、３０川病総務第１３１０号）に基づく特定行為研修の受講者の

人数と合わせて、原則として一の年度において４人以内とする。 

（派遣職員の服務） 

第８条 派遣職員の派遣期間における服務は出張とし、勤務地は認定看護師教

育機関の所在地とする。 

２ 派遣職員は、認定看護師教育機関の研修日に研修以外の行動をする場合は 



、あらかじめ川崎市病院局企業職員服務規程（平成１７年病院局規程第１７

号）等に従い、所定の手続を執らなければならない。 

（報告書等の提出） 

第９条 派遣職員は、次の各号に掲げる報告書等をそれぞれ当該各号に定める

時期に管理者に提出しなければならない。 

（１）研修報告書 派遣の終了の日から１箇月以内 

（２）認定看護師教育課程の修了証の写し 当該修了証の交付の日から１箇月

以内 

（３）特定行為研修の修了証の写し（特定行為研修が組み込まれた認定看護師

教育課程を受講した者に限る。） 当該修了証の交付の日から１箇月以内 

（４）認定看護師の認定証の写し 当該認定証の交付の日から１箇月以内 

（派遣職員の決定の取消し） 

第１０条 病院局長は、派遣職員が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、第５条の規定による派遣職員の決定を取り消すものとする。 

（１）認定看護師教育機関の認定看護師教育課程に係る入学試験に合格しなか

った場合 

（２）市職員としての身分を失った場合 

（３）心身の故障のため研修の実施又は継続が困難となった場合 

（４）認定看護師教育機関等での学業成績が著しく不良となった場合 

（５）派遣職員としてふさわしくない行為があった場合 

（経費の負担） 

第１１条 認定看護師教育機関への派遣に係る経費のうち、次に掲げるものに

ついては、市が負担する。 

（１）入学料 

（２）受講料 



（経費の返還） 

第１２条 派遣職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条各号に掲

げる経費を速やかに市に返還しなければならない。ただし、管理者がやむを

得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

（１）第１０条の規定により派遣職員の決定が取り消されたとき 

（２）派遣の終了の日から５年以内に市職員としての身分を失った場合 

２ 前項の規定による経費の返還は、原則として一括返還とする。ただし、や

むを得ない事由があると管理者が認める場合は、当該派遣職員からの申請に

基づき、分割による返還を行うことができるものとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は 

、病院局長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

（旧要綱の廃止） 

２ 川崎市立病院認定看護師派遣要綱（平成１８年１０月３０日付け１８川病

総庶第６５９号。以下「旧要綱」という。）は、廃止する。 

（旧要綱の廃止に伴う経過措置） 

３ 旧要綱の規定に基づき派遣職員と決定された職員に係る派遣先、派遣期間 

、服務、責務、派遣の取消しの手続、経費の負担及び経費の返還の手続につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年６月１９日、２１川病総庶第４３６号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月２７日、２５川病総庶第１３１０号） 



この要綱は、決裁の日から施行する。 

  附 則（令和元年７月２４日、３１川病総庶第６８１号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 


